
平 成 28 年
12月20日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
農
村
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
山
口
市
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
の
指
定
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
水
産
振
興
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
三
件
）
（
砂
防
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
砂
防
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村
整
備
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
成
二
十
七
年
度
山
口
県
歳
入
歳
出
諸
決
算
の
要
領
の
公
表
（
会
計
課
）

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
請
求
に
係
る
有
権
者
総
数
の
三
分
の
一
の
数

十
七

…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
等
応
急
対
策
事
業
）
一
の
井
手
地
区
ゲ
ー
ト
製

作
輸
送
据
付
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入

札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
等
応
急
対
策
事
業
）
一
の
井
手
地
区
ゲ
ー
ト
製

作
輸
送
据
付
工
事

㈠

工
事
場
所

（
左
岸
）
萩
市
大
字
椿
字
六
本
松
地
内

（
右
岸
）
萩
市
大
字
椿
東
字
大
久
保
地
内

㈡

工
事
の
概
要

工

種

数

量

扉

体

工

六
門

既

設

扉

体

撤

去

工

六
門

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
鋼
構
造
物
工
事
の
Ａ
等

級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府

県
知
事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の

も
の
（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
鋼
構
造
物
工
事
の
数
値
が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
鋼
構
造
物
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

一
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㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
萩
農
林
事
務
所

萩
市
大
字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
八
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

四
時
三
十
分
ま
で

㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
萩
農
林
事
務
所
（
電
話
〇
八
三
八－

二
二－

四
八
〇

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
四
百
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
口
市
阿
東
徳
佐
下
字
台
八
、
九
の
一
、
九
の
二
、
字
山
崎
一
〇
の
一
、
一
〇
の
二
、
一
一
、
一

二
、
一
六
の
一
、
一
七
、
字
上
台
二
〇
三
の
一
、
阿
東
徳
佐
上
字
沖
田
九
五
、
一
〇
九
、
一
一
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

市
経
済
産
業
部
農
林
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
川
上
字
こ
う
ら
五
九
八
、
五
九
九
、
字
入
道
ケ
浴
六
一
三
、
六
一
四
、
字
碁
盤
ケ
岳
八
六
二

の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
六
二
の
二
、
八
六
二
の
三
、
八
六
二
の
九
、
字
ゴ
ウ

ラ
四
二
六
四

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

二
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産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
三
隅
中
字
柳
ケ
浴
四
二
七
〇
、
一
一
八
三
三
、
一
一
八
三
四
、
字
網
ノ
口
四
二
七
七
、
四

二
七
九
、
字
椅
子
ノ
木
四
二
八
〇
か
ら
四
二
八
三
ま
で
、
四
二
八
五
、
四
二
八
七
、
一
一
八
三
九
、

字
桜
ケ
網
代
一
一
三
二
九
、
字
高
砂
一
一
三
三
二
、
字
屋
海
一
一
三
三
五
、
一
一
三
四
二
、
字
小
島

一
一
三
四
二
の
一
、
一
一
三
四
二
の
一
九
、
一
一
三
四
二
の
二
八
、
一
一
三
四
二
の
三
二
、
一
一
三

四
二
の
三
三
、
一
一
三
四
二
の
三
九
、
一
一
三
四
二
の
四
一
、
一
一
三
四
二
の
四
三
、
一
一
三
四
二

の
四
四
、
一
一
三
四
二
の
四
九
か
ら
一
一
三
四
二
の
五
一
ま
で
、
字
椅
一
一
三
四
三
、
一
一
三
四

四
、
字
馬
場
石
一
一
八
二
八
、
字
綱
ノ
口
一
一
八
三
五
、
一
一
八
三
六
、
一
一
八
三
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
長
門
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門

市
経
済
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

柳
井
加
入
区

山
口
県
告
示
第
四
百
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

下
小
ḉ
㈠
⒇

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
建
設
部

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お

り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

塩
田
㈠
⑴
、
塩
田
㈠
⑵
、
島
田
㈠
⑴
、
立
野
㈠
⑴
、
三
井
㈠
⑴
、
三
井
㈠
⑵
、
室
積
村
㈠
⑴
、
室

積
村
㈠
⑵

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

二
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に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

島
田
㈡
⑵
、
三
井
㈡
⑴
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑴

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
四
年
山
口
県
告
示
第
二
十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

浅
江
㈠
⑴
、
浅
江
㈠
⑵
、
浅
江
㈠
⑶
、
浅
江
㈠
⑷
、
浅
江
㈠
⑸
、
浅
江
㈠
⑹
、
浅
江
㈠
⑺
、
浅
江

㈠
⑻
、
浅
江
㈠
⑼
、
浅
江
㈠
⑽
、
浅
江
㈠
⑾
、
浅
江
㈠
⑿
、
浅
江
㈠
⒀
、
浅
江
㈠
⒁
、
浅
江
㈠
⒂
、

浅
江
㈠
⒃
、
浅
江
㈠
⒄
、
浅
江
㈠
⒅
、
浅
江
㈠
⒆
、
浅
江
㈠
⒇
、
浅
江
㈠
⚦
、
浅
江
㈠
⚧
、
岩
狩
㈠

⑴
、
岩
狩
㈠
⑵
、
岩
田
㈠
⑴
、
岩
田
㈠
⑵
、
岩
田
㈠
⑶
、
岩
田
㈠
⑷
、
岩
田
㈠
⑸
、
岩
田
㈠
⑹
、
岩

田
㈠
⑺
、
岩
田
㈠
⑻
、
岩
田
㈠
⑼
、
岩
田
㈠
⑽
、
岩
田
㈠
⑾
、
岩
田
㈠
⑿
、
岩
田
㈠
⒀
、
岩
田
㈠

⒁
、
岩
田
㈠
⒂
、
岩
田
㈠
⒃
、
岩
田
㈠
⒄
、
岩
田
㈠
⒅
、
岩
田
㈠
⒆
、
岩
田
㈠
⒇
、
岩
田
㈠
⚦
、
岩

田
㈠
⚧
、
岩
田
㈠
⚨
、
岩
田
㈠
⚩
、
岩
田
㈠
⚪
、
岩
田
㈠
⚫
、
岩
田
㈠
⚬
、
岩
田
㈠
⚭
、
岩
田
㈠

⚮
、
岩
田
㈠
⚯
、
岩
田
㈠
⚰
、
岩
田
㈠
⚱
、
岩
田
㈠
⚲
、
岩
田
㈠
⚳
、
岩
田
㈠
⚴
、
岩
田
㈠
⚵
、
岩

田
㈠
⚶
、
岩
田
㈠
⚷
、
岩
田
㈠
⚸
、
岩
田
㈠
⚹
、
岩
田
㈠
⚺
、
岩
田
㈠
⚻
、
岩
田
㈠
⚼
、
岩
田
立
野

㈠
⑴
、
岩
田
立
野
㈠
⑵
、
牛
島
㈠
⑴
、
牛
島
㈠
⑵
、
牛
島
㈠
⑶
、
牛
島
㈠
⑷
、
牛
島
㈠
⑸
、
牛
島
㈠

⑹
、
上
島
田
㈠
⑴
、
上
島
田
㈠
⑵
、
上
島
田
㈠
⑶
、
上
島
田
㈠
⑷
、
上
島
田
㈠
⑸
、
上
島
田
㈠
⑹
、

上
島
田
㈠
⑺
、
上
島
田
㈠
⑻
、
上
島
田
㈠
⑼
、
上
島
田
㈠
⑽
、
上
島
田
㈠
⑾
、
上
島
田
㈠
⑿
、
上
島

田
㈠
⒀
、
上
島
田
㈠
⒁
、
上
島
田
㈠
⒂
、
上
島
田
㈠
⒃
、
上
島
田
㈠
⒄
、
協
和
町
㈠
⑴
、
小
周
防
㈠

⑴
、
小
周
防
㈠
⑵
、
小
周
防
㈠
⑶
、
小
周
防
㈠
⑷
、
小
周
防
㈠
⑸
、
小
周
防
㈠
⑹
、
小
周
防
㈠
⑺
、

小
周
防
㈠
⑻
、
小
周
防
㈠
⑼
、
小
周
防
㈠
⑽
、
小
周
防
㈠
⑾
、
小
周
防
㈠
⑿
、
小
周
防
㈠
⒀
、
小
周

防
㈠
⒁
、
小
周
防
㈠
⒂
、
小
周
防
㈠
⒃
、
小
周
防
㈠
⒄
、
小
周
防
㈠
⒅
、
小
周
防
㈠
⒆
、
小
周
防
㈠

⒇
、
小
周
防
㈠
⚦
、
小
周
防
㈠
⚧
、
小
周
防
㈠
⚨
、
小
周
防
㈠
⚩
、
小
周
防
㈠
⚪
、
塩
田
㈠
⑶
、
塩

田
㈠
⑷
、
塩
田
㈠
⑸
、
塩
田
㈠
⑹
、
塩
田
㈠
⑺
、
塩
田
㈠
⑻
、
塩
田
㈠
⑼
、
塩
田
㈠
⑽
、
塩
田
㈠

⑾
、
塩
田
㈠
⑿
、
塩
田
㈠
⒀
、
塩
田
㈠
⒁
、
塩
田
㈠
⒂
、
塩
田
㈠
⒃
、
塩
田
㈠
⒄
、
塩
田
㈠
⒅
、
塩

田
㈠
⒆
、
塩
田
㈠
⒇
、
塩
田
㈠
⚦
、
塩
田
㈠
⚧
、
塩
田
㈠
⚨
、
塩
田
㈠
⚩
、
塩
田
㈠
⚪
、
塩
田
㈠

⚫
、
塩
田
㈠
⚬
、
塩
田
㈠
⚭
、
塩
田
㈠
⚮
、
塩
田
㈠
⚯
、
塩
田
㈠
⚰
、
塩
田
㈠
⚱
、
塩
田
㈠
⚲
、
塩

田
㈠
⚳
、
塩
田
㈠
⚴
、
塩
田
㈠
⚵
、
塩
田
㈠
⚶
、
塩
田
㈠
⚷
、
塩
田
㈠
⚸
、
塩
田
㈠
⚹
、
塩
田
㈠

⚺
、
塩
田
㈠
⚻
、
塩
田
㈠
⚼
、
塩
田
㈠
⚽
、
塩
田
㈠
⚾
、
島
田
㈠
⑵
、
島
田
㈠
⑶
、
島
田
㈠
⑷
、
島

田
㈠
⑸
、
島
田
㈠
⑹
、
島
田
㈠
⑺
、
島
田
㈠
⑻
、
島
田
㈠
⑼
、
島
田
㈠
⑽
、
島
田
㈠
⑾
、
島
田
㈠

⑿
、
島
田
㈠
⒀
、
千
坊
台
㈠
⑴
、
千
坊
台
㈠
⑵
、
千
坊
台
㈠
⑶
、
千
坊
台
㈠
⑷
、
千
坊
台
㈠
⑸
、
千

坊
台
㈠
⑹
、
宝
町
㈠
⑴
、
立
野
㈠
⑵
、
立
野
㈠
⑶
、
立
野
㈠
⑷
、
立
野
㈠
⑸
、
立
野
㈠
⑹
、
立
野
㈠

⑺
、
立
野
㈠
⑻
、
立
野
㈠
⑼
、
立
野
㈠
⑽
、
立
野
㈠
⑾
、
立
野
㈠
⑿
、
立
野
㈠
⒀
、
立
野
㈠
⒁
、
立

野
㈠
⒂
、
立
野
㈠
⒃
、
立
野
㈠
⒄
、
立
野
㈠
⒅
、
立
野
㈠
⒆
、
立
野
㈠
⒇
、
立
野
㈠
⚦
、
立
野
㈠

⚧
、
立
野
㈠
⚨
、
立
野
㈠
⚩
、
立
野
㈠
⚪
、
立
野
㈠
⚫
、
中
央
㈠
⑴
、
中
央
㈠
⑵
、
中
央
㈠
⑶
、
中

央
㈠
⑷
、
中
央
㈠
⑸
、
中
央
㈠
⑹
、
中
央
㈠
⑺
、
中
央
㈠
⑻
、
束
荷
㈠
⑴
、
束
荷
㈠
⑵
、
束
荷
㈠

⑶
、
束
荷
㈠
⑷
、
束
荷
㈠
⑸
、
束
荷
㈠
⑹
、
束
荷
㈠
⑺
、
束
荷
㈠
⑻
、
束
荷
㈠
⑼
、
束
荷
㈠
⑽
、
束

荷
㈠
⑾
、
束
荷
㈠
⑿
、
束
荷
㈠
⒀
、
束
荷
㈠
⒁
、
束
荷
㈠
⒂
、
束
荷
㈠
⒃
、
束
荷
㈠
⒄
、
束
荷
㈠

⒅
、
束
荷
㈠
⒆
、
束
荷
㈠
⒇
、
束
荷
㈠
⚦
、
束
荷
㈠
⚧
、
束
荷
㈠
⚨
、
束
荷
㈠
⚩
、
束
荷
㈠
⚪
、
束

荷
㈠
⚫
、
束
荷
㈠
⚬
、
束
荷
㈠
⚭
、
束
荷
㈠
⚮
、
束
荷
㈠
⚯
、
束
荷
㈠
⚰
、
束
荷
㈠
⚱
、
束
荷
㈠

⚲
、
束
荷
㈠
⚳
、
束
荷
㈠
⚴
、
束
荷
㈠
⚵
、
束
荷
㈠
⚶
、
束
荷
㈠
⚷
、
束
荷
㈠
⚸
、
束
荷
㈠
⚹
、
束

荷
㈠
⚺
、
束
荷
㈠
⚻
、
束
荷
㈠
⚼
、
束
荷
㈠
⚽
、
中
島
田
㈠
⑴
、
中
島
田
㈠
⑵
、
中
島
田
㈠
⑶
、
中

島
田
㈠
⑷
、
中
島
田
㈠
⑸
、
中
島
田
㈠
⑹
、
中
島
田
㈠
⑺
、
中
島
田
㈠
⑻
、
中
島
田
㈠
⑼
、
中
島
田

㈠
⑽
、
中
島
田
㈠
⑾
、
虹
ケ
丘
㈠
⑴
、
虹
ケ
丘
㈠
⑵
、
花
園
㈠
⑴
、
花
園
㈠
⑵
、
花
園
㈠
⑶
、
丸
山

町
㈠
⑴
、
丸
山
町
㈠
⑵
、
丸
山
町
㈠
⑶
、
三
井
㈠
⑶
、
三
井
㈠
⑷
、
三
井
㈠
⑸
、
三
井
㈠
⑹
、
三
井

㈠
⑺
、
三
井
㈠
⑻
、
三
井
㈠
⑼
、
三
井
㈠
⑽
、
三
井
㈠
⑾
、
三
井
㈠
⑿
、
三
井
㈠
⒀
、
三
井
㈠
⒁
、

三
井
㈠
⒂
、
三
井
㈠
⒃
、
三
井
㈠
⒄
、
三
井
㈠
⒅
、
三
井
㈠
⒆
、
三
井
㈠
⒇
、
三
井
㈠
⚦
、
三
井
㈠

⚧
、
三
井
㈠
⚨
、
三
井
㈠
⚩
、
三
井
㈠
⚪
、
三
井
㈠
⚫
、
三
井
㈠
⚬
、
三
井
㈠
⚭
、
三
井
㈠
⚮
、
三

井
㈠
⚯
、
三
井
㈠
⚰
、
三
井
㈠
⚱
、
三
井
㈠
⚲
、
三
井
㈠
⚳
、
三
井
㈠
⚴
、
三
井
㈠
⚵
、
三
井
㈠

⚶
、
三
井
㈠
⚸
、
三
井
㈠
⚹
、
光
井
㈠
⑴
、
光
井
㈠
⑵
、
光
井
㈠
⑶
、
光
井
㈠
⑷
、
光
井
㈠
⑸
、
光

井
㈠
⑹
、
光
井
㈠
⑺
、
光
井
㈠
⑻
、
光
井
㈠
⑼
、
光
井
㈠
⑽
、
光
井
㈠
⑾
、
光
井
㈠
⑿
、
光
井
㈠

⒀
、
光
井
㈠
⒁
、
光
井
㈠
⒂
、
光
井
㈠
⒃
、
光
井
㈠
⒄
、
光
井
㈠
⒅
、
光
井
㈠
⒆
、
光
井
㈠
⒇
、
光
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井
㈠
⚦
、
光
井
㈠
⚧
、
光
井
㈠
⚨
、
光
井
㈠
⚩
、
光
井
㈠
⚪
、
光
井
㈠
⚫
、
光
井
㈠
⚬
、
光
井
㈠

⚭
、
光
井
㈠
⚮
、
光
井
㈠
⚯
、
光
井
㈠
⚰
、
光
井
㈠
⚱
、
光
井
㈠
⚲
、
光
井
㈠
⚳
、
光
井
㈠
⚴
、
光

井
㈠
⚵
、
光
井
㈠
⚶
、
光
井
㈠
⚷
、
光
井
㈠
⚸
、
光
井
㈠
⚹
、
光
井
㈠
⚺
、
光
井
㈠
⚻
、
光
井
㈠

⚼
、
光
井
㈠
⚽
、
光
井
㈠
⚾
、
光
井
㈠
⚿
、
光
井
㈠
⛀
、
光
井
㈠
⛁
、
光
井
㈠
⛂
、
光
井
㈠
⛃
、
光

井
㈠
⛄
、
光
井
㈠
⛅
、
光
井
㈠
⛆
、
光
井
㈠
⛇
、
光
井
㈠
⛈
、
光
井
㈠
⛉
、
光
井
㈠
⛊
、
光
井
㈠

⛋
、
光
井
㈠
⛌
、
光
井
㈠
⛍
、
三
輪
㈠
⑴
、
三
輪
㈠
⑵
、
三
輪
㈠
⑶
、
三
輪
㈠
⑷
、
三
輪
㈠
⑸
、
三

輪
㈠
⑹
、
三
輪
㈠
⑺
、
三
輪
㈠
⑻
、
三
輪
㈠
⑼
、
三
輪
㈠
⑽
、
三
輪
㈠
⑾
、
三
輪
㈠
⑿
、
三
輪
㈠

⒀
、
三
輪
㈠
⒁
、
三
輪
㈠
⒂
、
三
輪
㈠
⒃
、
三
輪
㈠
⒄
、
三
輪
㈠
⒅
、
三
輪
㈠
⒆
、
三
輪
㈠
⒇
、
三

輪
㈠
⚦
、
三
輪
㈠
⚧
、
三
輪
㈠
⚨
、
三
輪
㈠
⚩
、
三
輪
㈠
⚪
、
三
輪
㈠
⚫
、
三
輪
㈠
⚬
、
三
輪
㈠

⚭
、
三
輪
㈠
⚮
、
三
輪
㈠
⚯
、
三
輪
㈠
⚰
、
三
輪
㈠
⚱
、
三
輪
㈠
⚲
、
三
輪
㈠
⚳
、
三
輪
㈠
⚴
、
三

輪
㈠
⚵
、
三
輪
㈠
⚶
、
三
輪
㈠
⚷
、
三
輪
㈠
⚸
、
三
輪
㈠
⚹
、
三
輪
㈠
⚺
、
三
輪
㈠
⚻
、
室
積
大
町

㈠
⑴
、
室
積
新
開
㈠
⑴
、
室
積
新
開
㈠
⑵
、
室
積
新
開
㈠
⑶
、
室
積
東
ノ
庄
㈠
⑴
、
室
積
東
ノ
庄
㈠

⑵
、
室
積
東
ノ
庄
㈠
⑶
、
室
積
村
㈠
⑶
、
室
積
村
㈠
⑷
、
室
積
村
㈠
⑸
、
室
積
村
㈠
⑹
、
室
積
村
㈠

⑺
、
室
積
村
㈠
⑻
、
室
積
村
㈠
⑼
、
室
積
村
㈠
⑽
、
室
積
村
㈠
⑾
、
室
積
村
㈠
⑿
、
室
積
村
㈠
⒀
、

室
積
村
㈠
⒁
、
室
積
村
㈠
⒂
、
室
積
村
㈠
⒃
、
室
積
村
㈠
⒄
、
室
積
村
㈠
⒅
、
室
積
村
㈠
⒆
、
室
積

村
㈠
⒇
、
室
積
村
㈠
⚦
、
室
積
村
㈠
⚧
、
室
積
村
㈠
⚨
、
室
積
村
㈠
⚩
、
室
積
村
㈠
⚪
、
室
積
村
㈠

⚫
、
室
積
村
㈠
⚬
、
室
積
村
㈠
⚭
、
室
積
村
㈠
⚮
、
室
積
村
㈠
⚯
、
室
積
村
㈠
⚰
、
室
積
村
㈠
⚱
、

室
積
村
㈠
⚲
、
室
積
村
㈠
⚳
、
室
積
村
㈠
⚴
、
室
積
村
㈠
⚵
、
室
積
村
㈠
⚶
、
室
積
村
㈠
⚷
、
室
積

村
㈠
⚸
、
室
積
村
㈠
⚹

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

浅
江
㈡
⑴
、
浅
江
㈡
⑵
、
浅
江
㈡
⑶
、
浅
江
㈡
⑷
、
浅
江
㈡
⑸
、
浅
江
㈡
⑹
、
浅
江
㈡
⑺
、
浅
江

㈡
⑻
、
浅
江
㈡
⑼
、
浅
江
㈡
⑽
、
浅
江
㈡
⑾
、
岩
田
㈡
⑴
、
岩
田
㈡
⑵
、
岩
田
㈡
⑶
、
岩
田
㈡
⑷
、

岩
田
㈡
⑸
、
岩
田
㈡
⑹
、
岩
田
㈡
⑺
、
岩
田
㈡
⑻
、
岩
田
㈡
⑼
、
岩
田
立
野
㈡
⑴
、
牛
島
㈡
⑴
、
上

島
田
㈡
⑴
、
上
島
田
㈡
⑵
、
上
島
田
㈡
⑶
、
上
島
田
㈡
⑷
、
上
島
田
㈡
⑸
、
上
島
田
㈡
⑹
、
上
島
田

㈡
⑺
、
上
島
田
㈡
⑻
、
上
島
田
㈡
⑼
、
上
島
田
㈡
⑽
、
小
周
防
㈡
⑴
、
小
周
防
㈡
⑵
、
小
周
防
㈡

⑶
、
小
周
防
㈡
⑷
、
小
周
防
㈡
⑸
、
塩
田
㈡
⑴
、
塩
田
㈡
⑵
、
塩
田
㈡
⑶
、
塩
田
㈡
⑷
、
塩
田
㈡

⑸
、
塩
田
㈡
⑹
、
塩
田
㈡
⑺
、
塩
田
㈡
⑻
、
塩
田
㈡
⑼
、
塩
田
㈡
⑽
、
塩
田
㈡
⑾
、
塩
田
㈡
⑿
、
塩

田
㈡
⒀
、
塩
田
㈡
⒁
、
塩
田
㈡
⒂
、
塩
田
㈡
⒃
、
塩
田
㈡
⒄
、
塩
田
㈡
⒅
、
塩
田
㈡
⒆
、
塩
田
㈡

⒇
、
塩
田
㈡
⚦
、
塩
田
㈡
⚧
、
塩
田
㈡
⚨
、
塩
田
㈡
⚩
、
塩
田
㈡
⚪
、
塩
田
㈡
⚫
、
塩
田
㈡
⚬
、
塩

田
㈡
⚭
、
塩
田
㈡
⚮
、
塩
田
㈡
⚯
、
塩
田
㈡
⚰
、
塩
田
㈡
⚱
、
塩
田
㈡
⚲
、
塩
田
㈡
⚳
、
塩
田
㈡

⚴
、
塩
田
㈡
⚵
、
塩
田
㈡
⚶
、
塩
田
㈡
⚷
、
塩
田
㈡
⚸
、
塩
田
㈡
⚹
、
塩
田
㈡
⚺
、
塩
田
㈡
⚻
、
塩

田
㈡
⚼
、
塩
田
㈡
⚽
、
塩
田
㈡
⚾
、
塩
田
㈡
⚿
、
島
田
㈡
⑴
、
島
田
㈡
⑶
、
島
田
㈡
⑷
、
島
田
㈡

⑸
、
島
田
㈡
⑹
、
千
坊
台
㈡
⑴
、
千
坊
台
㈡
⑵
、
千
坊
台
㈡
⑶
、
立
野
㈡
⑴
、
立
野
㈡
⑵
、
立
野
㈡

⑶
、
立
野
㈡
⑷
、
立
野
㈡
⑸
、
立
野
㈡
⑹
、
立
野
㈡
⑺
、
立
野
㈡
⑻
、
立
野
㈡
⑼
、
立
野
㈡
⑽
、
中

央
㈡
⑴
、
束
荷
㈡
⑴
、
束
荷
㈡
⑵
、
束
荷
㈡
⑶
、
束
荷
㈡
⑷
、
束
荷
㈡
⑸
、
束
荷
㈡
⑹
、
束
荷
㈡

⑺
、
束
荷
㈡
⑻
、
束
荷
㈡
⑼
、
束
荷
㈡
⑽
、
束
荷
㈡
⑾
、
束
荷
㈡
⑿
、
束
荷
㈡
⒀
、
束
荷
㈡
⒁
、
束

荷
㈡
⒂
、
束
荷
㈡
⒃
、
束
荷
㈡
⒄
、
束
荷
㈡
⒅
、
束
荷
㈡
⒆
、
束
荷
㈡
⒇
、
束
荷
㈡
⚦
、
束
荷
㈡

⚧
、
束
荷
㈡
⚨
、
束
荷
㈡
⚩
、
束
荷
㈡
⚪
、
束
荷
㈡
⚫
、
束
荷
㈡
⚬
、
束
荷
㈡
⚭
、
中
島
田
㈡
⑴
、

中
島
田
㈡
⑵
、
中
島
田
㈡
⑶
、
中
島
田
㈡
⑷
、
三
井
㈡
⑵
、
三
井
㈡
⑶
、
三
井
㈡
⑷
、
三
井
㈡
⑸
、

三
井
㈡
⑹
、
三
井
㈡
⑺
、
三
井
㈡
⑻
、
三
井
㈡
⑼
、
三
井
㈡
⑽
、
三
井
㈡
⑾
、
三
井
㈡
⑿
、
三
井
㈡

⒀
、
三
井
㈡
⒁
、
光
井
㈡
⑴
、
光
井
㈡
⑵
、
光
井
㈡
⑶
、
光
井
㈡
⑷
、
光
井
㈡
⑸
、
光
井
㈡
⑹
、
光

井
㈡
⑺
、
光
井
㈡
⑻
、
光
井
㈡
⑼
、
光
井
㈡
⑽
、
光
井
㈡
⑾
、
光
井
㈡
⑿
、
光
井
㈡
⒀
、
光
井
㈡

⒁
、
光
井
㈡
⒂
、
光
井
㈡
⒃
、
光
井
㈡
⒄
、
光
井
㈡
⒅
、
光
井
㈡
⒆
、
光
井
㈡
⒇
、
光
井
㈡
⚦
、
三

輪
㈡
⑴
、
三
輪
㈡
⑵
、
三
輪
㈡
⑶
、
三
輪
㈡
⑷
、
三
輪
㈡
⑸
、
三
輪
㈡
⑹
、
三
輪
㈡
⑺
、
三
輪
㈡

⑻
、
三
輪
㈡
⑼
、
三
輪
㈡
⑽
、
室
積
新
開
㈡
⑴
、
室
積
新
開
㈡
⑵
、
室
積
神
田
㈡
⑴
、
室
積
神
田
㈡

⑵
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑵
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑶
、
室
積
東
ノ
庄
㈡
⑴
、
室
積
東
ノ
庄
㈡
⑵
、
室
積
村
㈡

⑴
、
室
積
村
㈡
⑵
、
室
積
村
㈡
⑶
、
室
積
村
㈡
⑷
、
室
積
村
㈡
⑸
、
室
積
村
㈡
⑹
、
室
積
村
㈡
⑺
、

室
積
村
㈡
⑻
、
室
積
村
㈡
⑼
、
室
積
村
㈡
⑽
、
室
積
村
㈡
⑾
、
室
積
村
㈡
⑿

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す

る
。

四
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平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

下
小
ḉ
㈠
⒇

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
建
設
部

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

久
兼
㈢
⑴

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

地
滑
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
防
府
市
土
木
都
市
建

設
部
河
川
港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

浅
江
㈠
⑴
、
浅
江
㈠
⑵
、
浅
江
㈠
⑶
、
浅
江
㈠
⑷
、
浅
江
㈠
⑸
、
浅
江
㈠
⑹
、
浅
江
㈠
⑺
、
浅
江

㈠
⑻
、
浅
江
㈠
⑼
、
浅
江
㈠
⑽
、
浅
江
㈠
⑾
、
浅
江
㈠
⑿
、
浅
江
㈠
⒀
、
浅
江
㈠
⒁
、
浅
江
㈠
⒂
、

浅
江
㈠
⒃
、
浅
江
㈠
⒄
、
浅
江
㈠
⒅
、
浅
江
㈠
⒆
、
浅
江
㈠
⒇
、
浅
江
㈠
⚦
、
浅
江
㈠
⚧
、
浅
江
㈠

⚨
、
浅
江
㈠
⚩
、
浅
江
㈠
⚪
、
浅
江
㈠
⚫
、
浅
江
㈠
⚬
、
浅
江
㈠
⚭
、
浅
江
㈠
⚮
、
浅
江
㈠
⚯
、
岩

狩
㈠
⑴
、
岩
狩
㈠
⑵
、
岩
田
㈠
⑴
、
岩
田
㈠
⑵
、
岩
田
㈠
⑶
、
岩
田
㈠
⑷
、
岩
田
㈠
⑸
、
岩
田
㈠

⑹
、
岩
田
㈠
⑺
、
岩
田
㈠
⑻
、
岩
田
㈠
⑼
、
岩
田
㈠
⑽
、
岩
田
㈠
⑾
、
岩
田
㈠
⑿
、
岩
田
㈠
⒀
、
岩

田
㈠
⒁
、
岩
田
㈠
⒂
、
岩
田
㈠
⒃
、
岩
田
㈠
⒄
、
岩
田
㈠
⒅
、
岩
田
㈠
⒆
、
岩
田
㈠
⒇
、
岩
田
㈠

⚦
、
岩
田
㈠
⚧
、
岩
田
㈠
⚨
、
岩
田
㈠
⚩
、
岩
田
㈠
⚪
、
岩
田
㈠
⚫
、
岩
田
㈠
⚬
、
岩
田
㈠
⚭
、
岩

田
㈠
⚮
、
岩
田
㈠
⚯
、
岩
田
㈠
⚰
、
岩
田
㈠
⚱
、
岩
田
㈠
⚲
、
岩
田
㈠
⚳
、
岩
田
㈠
⚴
、
岩
田
㈠

⚵
、
岩
田
㈠
⚶
、
岩
田
㈠
⚷
、
岩
田
㈠
⚸
、
岩
田
㈠
⚹
、
岩
田
㈠
⚺
、
岩
田
㈠
⚻
、
岩
田
㈠
⚼
、
岩

田
㈠
⚽
、
岩
田
㈠
⚾
、
岩
田
㈠
⚿
、
岩
田
㈠
⛀
、
岩
田
㈠
⛁
、
岩
田
㈠
⛂
、
岩
田
㈠
⛃
、
岩
田
㈠

⛄
、
岩
田
立
野
㈠
⑴
、
岩
田
立
野
㈠
⑵
、
牛
島
㈠
⑴
、
牛
島
㈠
⑵
、
牛
島
㈠
⑶
、
牛
島
㈠
⑷
、
牛
島

㈠
⑸
、
牛
島
㈠
⑹
、
上
島
田
㈠
⑴
、
上
島
田
㈠
⑵
、
上
島
田
㈠
⑶
、
上
島
田
㈠
⑷
、
上
島
田
㈠
⑸
、

上
島
田
㈠
⑹
、
上
島
田
㈠
⑺
、
上
島
田
㈠
⑻
、
上
島
田
㈠
⑼
、
上
島
田
㈠
⑽
、
上
島
田
㈠
⑾
、
上
島

田
㈠
⑿
、
上
島
田
㈠
⒀
、
上
島
田
㈠
⒁
、
上
島
田
㈠
⒂
、
上
島
田
㈠
⒃
、
上
島
田
㈠
⒄
、
上
島
田
㈠

⒅
、
上
島
田
㈠
⒆
、
上
島
田
㈠
⒇
、
上
島
田
㈠
⚦
、
上
島
田
㈠
⚧
、
協
和
町
㈠
⑴
、
小
周
防
㈠
⑴
、

小
周
防
㈠
⑵
、
小
周
防
㈠
⑶
、
小
周
防
㈠
⑷
、
小
周
防
㈠
⑸
、
小
周
防
㈠
⑹
、
小
周
防
㈠
⑺
、
小
周

防
㈠
⑻
、
小
周
防
㈠
⑼
、
小
周
防
㈠
⑽
、
小
周
防
㈠
⑾
、
小
周
防
㈠
⑿
、
小
周
防
㈠
⒀
、
小
周
防
㈠

⒁
、
小
周
防
㈠
⒂
、
小
周
防
㈠
⒃
、
小
周
防
㈠
⒄
、
小
周
防
㈠
⒅
、
小
周
防
㈠
⒆
、
小
周
防
㈠
⒇
、

小
周
防
㈠
⚦
、
小
周
防
㈠
⚧
、
小
周
防
㈠
⚨
、
小
周
防
㈠
⚩
、
小
周
防
㈠
⚪
、
小
周
防
㈠
⚫
、
小
周

防
㈠
⚬
、
小
周
防
㈠
⚭
、
小
周
防
㈠
⚮
、
小
周
防
㈠
⚯
、
小
周
防
㈠
⚰
、
小
周
防
㈠
⚱
、
小
周
防
㈠

⚲
、
小
周
防
㈠
⚳
、
塩
田
㈠
⑴
、
塩
田
㈠
⑶
、
塩
田
㈠
⑷
、
塩
田
㈠
⑸
、
塩
田
㈠
⑹
、
塩
田
㈠
⑺
、

塩
田
㈠
⑻
、
塩
田
㈠
⑼
、
塩
田
㈠
⑽
、
塩
田
㈠
⑾
、
塩
田
㈠
⑿
、
塩
田
㈠
⒀
、
塩
田
㈠
⒁
、
塩
田
㈠

⒂
、
塩
田
㈠
⒃
、
塩
田
㈠
⒄
、
塩
田
㈠
⒅
、
塩
田
㈠
⒆
、
塩
田
㈠
⒇
、
塩
田
㈠
⚦
、
塩
田
㈠
⚧
、
塩

田
㈠
⚨
、
塩
田
㈠
⚩
、
塩
田
㈠
⚪
、
塩
田
㈠
⚫
、
塩
田
㈠
⚬
、
塩
田
㈠
⚭
、
塩
田
㈠
⚮
、
塩
田
㈠

⚯
、
塩
田
㈠
⚰
、
塩
田
㈠
⚱
、
塩
田
㈠
⚲
、
塩
田
㈠
⚳
、
塩
田
㈠
⚴
、
塩
田
㈠
⚵
、
塩
田
㈠
⚶
、
塩

田
㈠
⚷
、
塩
田
㈠
⚸
、
塩
田
㈠
⚹
、
塩
田
㈠
⚺
、
塩
田
㈠
⚻
、
塩
田
㈠
⚼
、
塩
田
㈠
⚽
、
塩
田
㈠

⚾
、
塩
田
㈠
⚿
、
塩
田
㈠
⛀
、
塩
田
㈠
⛁
、
塩
田
㈠
⛂
、
塩
田
㈠
⛃
、
塩
田
㈠
⛄
、
塩
田
㈠
⛅
、
塩

田
㈠
⛆
、
塩
田
㈠
⛇
、
塩
田
㈠
⛈
、
塩
田
㈠
⛉
、
塩
田
㈠
⛊
、
塩
田
㈠
⛋
、
島
田
㈠
⑴
、
島
田
㈠

⑵
、
島
田
㈠
⑶
、
島
田
㈠
⑷
、
島
田
㈠
⑸
、
島
田
㈠
⑹
、
島
田
㈠
⑺
、
島
田
㈠
⑻
、
島
田
㈠
⑼
、
島

田
㈠
⑽
、
島
田
㈠
⑾
、
島
田
㈠
⑿
、
島
田
㈠
⒀
、
島
田
㈠
⒁
、
島
田
㈠
⒂
、
島
田
㈠
⒃
、
島
田
㈠

⒄
、
島
田
㈠
⒅
、
島
田
㈠
⒆
、
千
坊
台
㈠
⑴
、
千
坊
台
㈠
⑵
、
千
坊
台
㈠
⑶
、
千
坊
台
㈠
⑷
、
千
坊

台
㈠
⑸
、
千
坊
台
㈠
⑹
、
宝
町
㈠
⑴
、
立
野
㈠
⑴
、
立
野
㈠
⑵
、
立
野
㈠
⑶
、
立
野
㈠
⑷
、
立
野
㈠

⑸
、
立
野
㈠
⑹
、
立
野
㈠
⑺
、
立
野
㈠
⑻
、
立
野
㈠
⑼
、
立
野
㈠
⑽
、
立
野
㈠
⑾
、
立
野
㈠
⑿
、
立

野
㈠
⒀
、
立
野
㈠
⒁
、
立
野
㈠
⒂
、
立
野
㈠
⒃
、
立
野
㈠
⒄
、
立
野
㈠
⒅
、
立
野
㈠
⒆
、
立
野
㈠

⒇
、
立
野
㈠
⚦
、
立
野
㈠
⚧
、
立
野
㈠
⚨
、
立
野
㈠
⚩
、
立
野
㈠
⚪
、
立
野
㈠
⚬
、
立
野
㈠
⚭
、
立

野
㈠
⚮
、
立
野
㈠
⚯
、
中
央
㈠
⑴
、
中
央
㈠
⑵
、
中
央
㈠
⑶
、
中
央
㈠
⑷
、
中
央
㈠
⑸
、
中
央
㈠

⑹
、
中
央
㈠
⑺
、
中
央
㈠
⑻
、
束
荷
㈠
⑴
、
束
荷
㈠
⑵
、
束
荷
㈠
⑶
、
束
荷
㈠
⑷
、
束
荷
㈠
⑸
、
束

荷
㈠
⑹
、
束
荷
㈠
⑺
、
束
荷
㈠
⑻
、
束
荷
㈠
⑼
、
束
荷
㈠
⑽
、
束
荷
㈠
⑾
、
束
荷
㈠
⑿
、
束
荷
㈠

⒀
、
束
荷
㈠
⒁
、
束
荷
㈠
⒂
、
束
荷
㈠
⒃
、
束
荷
㈠
⒄
、
束
荷
㈠
⒅
、
束
荷
㈠
⒆
、
束
荷
㈠
⒇
、
束

荷
㈠
⚦
、
束
荷
㈠
⚧
、
束
荷
㈠
⚨
、
束
荷
㈠
⚩
、
束
荷
㈠
⚪
、
束
荷
㈠
⚫
、
束
荷
㈠
⚬
、
束
荷
㈠

⚭
、
束
荷
㈠
⚮
、
束
荷
㈠
⚯
、
束
荷
㈠
⚰
、
束
荷
㈠
⚲
、
束
荷
㈠
⚳
、
束
荷
㈠
⚴
、
束
荷
㈠
⚵
、
束

荷
㈠
⚶
、
束
荷
㈠
⚷
、
束
荷
㈠
⚸
、
束
荷
㈠
⚹
、
束
荷
㈠
⚺
、
束
荷
㈠
⚻
、
束
荷
㈠
⚼
、
束
荷
㈠

⚽
、
束
荷
㈠
⚾
、
束
荷
㈠
⚿
、
束
荷
㈠
⛀
、
束
荷
㈠
⛁
、
束
荷
㈠
⛂
、
束
荷
㈠
⛃
、
束
荷
㈠
⛄
、
束

荷
㈠
⛅
、
束
荷
㈠
⛆
、
束
荷
㈠
⛇
、
束
荷
㈠
⛈
、
束
荷
㈠
⛉
、
中
島
田
㈠
⑴
、
中
島
田
㈠
⑵
、
中
島
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田
㈠
⑶
、
中
島
田
㈠
⑷
、
中
島
田
㈠
⑸
、
中
島
田
㈠
⑹
、
中
島
田
㈠
⑺
、
中
島
田
㈠
⑻
、
中
島
田
㈠

⑼
、
中
島
田
㈠
⑽
、
中
島
田
㈠
⑾
、
虹
ケ
丘
㈠
⑴
、
虹
ケ
丘
㈠
⑵
、
虹
ケ
丘
㈠
⑶
、
花
園
㈠
⑴
、
花

園
㈠
⑵
、
花
園
㈠
⑶
、
丸
山
町
㈠
⑴
、
丸
山
町
㈠
⑵
、
丸
山
町
㈠
⑶
、
丸
山
町
㈠
⑷
、
三
井
㈠
⑴
、

三
井
㈠
⑵
、
三
井
㈠
⑶
、
三
井
㈠
⑷
、
三
井
㈠
⑸
、
三
井
㈠
⑹
、
三
井
㈠
⑺
、
三
井
㈠
⑻
、
三
井
㈠

⑼
、
三
井
㈠
⑽
、
三
井
㈠
⑾
、
三
井
㈠
⑿
、
三
井
㈠
⒀
、
三
井
㈠
⒁
、
三
井
㈠
⒂
、
三
井
㈠
⒃
、
三

井
㈠
⒄
、
三
井
㈠
⒅
、
三
井
㈠
⒆
、
三
井
㈠
⒇
、
三
井
㈠
⚦
、
三
井
㈠
⚧
、
三
井
㈠
⚨
、
三
井
㈠

⚩
、
三
井
㈠
⚪
、
三
井
㈠
⚫
、
三
井
㈠
⚬
、
三
井
㈠
⚭
、
三
井
㈠
⚮
、
三
井
㈠
⚯
、
三
井
㈠
⚰
、
三

井
㈠
⚱
、
三
井
㈠
⚲
、
三
井
㈠
⚳
、
三
井
㈠
⚴
、
三
井
㈠
⚵
、
三
井
㈠
⚶
、
三
井
㈠
⚸
、
三
井
㈠

⚹
、
三
井
㈠
⚺
、
三
井
㈠
⚻
、
三
井
㈠
⚼
、
三
井
㈠
⚽
、
三
井
㈠
⚾
、
三
井
㈠
⚿
、
三
井
㈠
⛀
、
三

井
㈠
⛁
、
三
井
㈠
⛂
、
三
井
㈠
⛃
、
光
井
㈠
⑴
、
光
井
㈠
⑵
、
光
井
㈠
⑶
、
光
井
㈠
⑷
、
光
井
㈠

⑸
、
光
井
㈠
⑹
、
光
井
㈠
⑺
、
光
井
㈠
⑻
、
光
井
㈠
⑼
、
光
井
㈠
⑽
、
光
井
㈠
⑾
、
光
井
㈠
⑿
、
光

井
㈠
⒀
、
光
井
㈠
⒁
、
光
井
㈠
⒂
、
光
井
㈠
⒃
、
光
井
㈠
⒄
、
光
井
㈠
⒅
、
光
井
㈠
⒆
、
光
井
㈠

⒇
、
光
井
㈠
⚦
、
光
井
㈠
⚧
、
光
井
㈠
⚨
、
光
井
㈠
⚩
、
光
井
㈠
⚪
、
光
井
㈠
⚫
、
光
井
㈠
⚬
、
光

井
㈠
⚭
、
光
井
㈠
⚮
、
光
井
㈠
⚯
、
光
井
㈠
⚰
、
光
井
㈠
⚱
、
光
井
㈠
⚲
、
光
井
㈠
⚳
、
光
井
㈠

⚴
、
光
井
㈠
⚵
、
光
井
㈠
⚶
、
光
井
㈠
⚷
、
光
井
㈠
⚸
、
光
井
㈠
⚹
、
光
井
㈠
⚺
、
光
井
㈠
⚻
、
光

井
㈠
⚼
、
光
井
㈠
⚽
、
光
井
㈠
⚾
、
光
井
㈠
⚿
、
光
井
㈠
⛀
、
光
井
㈠
⛁
、
光
井
㈠
⛂
、
光
井
㈠

⛃
、
光
井
㈠
⛄
、
光
井
㈠
⛅
、
光
井
㈠
⛆
、
光
井
㈠
⛇
、
光
井
㈠
⛈
、
光
井
㈠
⛉
、
光
井
㈠
⛊
、
光

井
㈠
⛋
、
光
井
㈠
⛌
、
光
井
㈠
⛍
、
光
井
㈠
⛎
、
光
井
㈠
⛏
、
光
井
㈠
⛐
、
三
輪
㈠
⑴
、
三
輪
㈠

⑵
、
三
輪
㈠
⑶
、
三
輪
㈠
⑷
、
三
輪
㈠
⑸
、
三
輪
㈠
⑹
、
三
輪
㈠
⑺
、
三
輪
㈠
⑻
、
三
輪
㈠
⑼
、
三

輪
㈠
⑽
、
三
輪
㈠
⑾
、
三
輪
㈠
⑿
、
三
輪
㈠
⒀
、
三
輪
㈠
⒁
、
三
輪
㈠
⒂
、
三
輪
㈠
⒃
、
三
輪
㈠

⒄
、
三
輪
㈠
⒅
、
三
輪
㈠
⒆
、
三
輪
㈠
⒇
、
三
輪
㈠
⚦
、
三
輪
㈠
⚧
、
三
輪
㈠
⚨
、
三
輪
㈠
⚩
、
三

輪
㈠
⚪
、
三
輪
㈠
⚫
、
三
輪
㈠
⚬
、
三
輪
㈠
⚭
、
三
輪
㈠
⚮
、
三
輪
㈠
⚯
、
三
輪
㈠
⚰
、
三
輪
㈠

⚱
、
三
輪
㈠
⚲
、
三
輪
㈠
⚳
、
三
輪
㈠
⚴
、
三
輪
㈠
⚵
、
三
輪
㈠
⚶
、
三
輪
㈠
⚷
、
三
輪
㈠
⚸
、
三

輪
㈠
⚹
、
三
輪
㈠
⚺
、
三
輪
㈠
⚻
、
三
輪
㈠
⚼
、
三
輪
㈠
⚽
、
三
輪
㈠
⚾
、
三
輪
㈠
⚿
、
三
輪
㈠

⛀
、
室
積
大
町
㈠
⑴
、
室
積
新
開
㈠
⑴
、
室
積
新
開
㈠
⑵
、
室
積
新
開
㈠
⑶
、
室
積
東
ノ
庄
㈠
⑴
、

室
積
東
ノ
庄
㈠
⑵
、
室
積
東
ノ
庄
㈠
⑶
、
室
積
村
㈠
⑴
、
室
積
村
㈠
⑵
、
室
積
村
㈠
⑶
、
室
積
村
㈠

⑷
、
室
積
村
㈠
⑸
、
室
積
村
㈠
⑹
、
室
積
村
㈠
⑺
、
室
積
村
㈠
⑻
、
室
積
村
㈠
⑼
、
室
積
村
㈠
⑽
、

室
積
村
㈠
⑾
、
室
積
村
㈠
⑿
、
室
積
村
㈠
⒀
、
室
積
村
㈠
⒁
、
室
積
村
㈠
⒂
、
室
積
村
㈠
⒃
、
室
積

村
㈠
⒄
、
室
積
村
㈠
⒅
、
室
積
村
㈠
⒆
、
室
積
村
㈠
⒇
、
室
積
村
㈠
⚦
、
室
積
村
㈠
⚧
、
室
積
村
㈠

⚨
、
室
積
村
㈠
⚩
、
室
積
村
㈠
⚪
、
室
積
村
㈠
⚫
、
室
積
村
㈠
⚬
、
室
積
村
㈠
⚭
、
室
積
村
㈠
⚮
、

室
積
村
㈠
⚯
、
室
積
村
㈠
⚰
、
室
積
村
㈠
⚱
、
室
積
村
㈠
⚲
、
室
積
村
㈠
⚳
、
室
積
村
㈠
⚴
、
室
積

村
㈠
⚵
、
室
積
村
㈠
⚶
、
室
積
村
㈠
⚷
、
室
積
村
㈠
⚸
、
室
積
村
㈠
⚹
、
室
積
村
㈠
⚺
、
室
積
村
㈠

⚻
二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

浅
江
㈡
⑴
、
浅
江
㈡
⑵
、
浅
江
㈡
⑶
、
浅
江
㈡
⑷
、
浅
江
㈡
⑸
、
浅
江
㈡
⑹
、
浅
江
㈡
⑺
、
浅
江

㈡
⑻
、
浅
江
㈡
⑼
、
浅
江
㈡
⑽
、
浅
江
㈡
⑾
、
岩
田
㈡
⑴
、
岩
田
㈡
⑵
、
岩
田
㈡
⑶
、
岩
田
㈡
⑷
、

岩
田
㈡
⑸
、
岩
田
㈡
⑹
、
岩
田
㈡
⑺
、
岩
田
㈡
⑻
、
岩
田
㈡
⑼
、
岩
田
立
野
㈡
⑴
、
牛
島
㈡
⑴
、
牛

島
㈡
⑵
、
牛
島
㈡
⑶
、
牛
島
㈡
⑷
、
牛
島
㈡
⑸
、
上
島
田
㈡
⑴
、
上
島
田
㈡
⑵
、
上
島
田
㈡
⑶
、
上

島
田
㈡
⑷
、
上
島
田
㈡
⑸
、
上
島
田
㈡
⑹
、
上
島
田
㈡
⑺
、
上
島
田
㈡
⑻
、
上
島
田
㈡
⑼
、
上
島
田

㈡
⑽
、
小
周
防
㈡
⑴
、
小
周
防
㈡
⑵
、
小
周
防
㈡
⑶
、
小
周
防
㈡
⑷
、
小
周
防
㈡
⑸
、
塩
田
㈡
⑴
、

塩
田
㈡
⑵
、
塩
田
㈡
⑶
、
塩
田
㈡
⑷
、
塩
田
㈡
⑸
、
塩
田
㈡
⑹
、
塩
田
㈡
⑺
、
塩
田
㈡
⑻
、
塩
田
㈡

⑼
、
塩
田
㈡
⑽
、
塩
田
㈡
⑾
、
塩
田
㈡
⑿
、
塩
田
㈡
⒀
、
塩
田
㈡
⒁
、
塩
田
㈡
⒂
、
塩
田
㈡
⒃
、
塩

田
㈡
⒄
、
塩
田
㈡
⒅
、
塩
田
㈡
⒆
、
塩
田
㈡
⒇
、
塩
田
㈡
⚦
、
塩
田
㈡
⚧
、
塩
田
㈡
⚨
、
塩
田
㈡

⚩
、
塩
田
㈡
⚪
、
塩
田
㈡
⚫
、
塩
田
㈡
⚬
、
塩
田
㈡
⚭
、
塩
田
㈡
⚮
、
塩
田
㈡
⚯
、
塩
田
㈡
⚰
、
塩

田
㈡
⚱
、
塩
田
㈡
⚲
、
塩
田
㈡
⚳
、
塩
田
㈡
⚴
、
塩
田
㈡
⚵
、
塩
田
㈡
⚶
、
塩
田
㈡
⚷
、
塩
田
㈡

⚸
、
塩
田
㈡
⚹
、
塩
田
㈡
⚺
、
塩
田
㈡
⚻
、
塩
田
㈡
⚼
、
塩
田
㈡
⚽
、
塩
田
㈡
⚾
、
塩
田
㈡
⚿
、
島

田
㈡
⑴
、
島
田
㈡
⑵
、
島
田
㈡
⑶
、
島
田
㈡
⑷
、
島
田
㈡
⑸
、
島
田
㈡
⑹
、
千
坊
台
㈡
⑴
、
千
坊
台

㈡
⑵
、
千
坊
台
㈡
⑶
、
立
野
㈡
⑴
、
立
野
㈡
⑵
、
立
野
㈡
⑶
、
立
野
㈡
⑷
、
立
野
㈡
⑸
、
立
野
㈡

⑹
、
立
野
㈡
⑺
、
立
野
㈡
⑻
、
立
野
㈡
⑼
、
立
野
㈡
⑽
、
中
央
㈡
⑴
、
束
荷
㈡
⑴
、
束
荷
㈡
⑵
、
束

荷
㈡
⑶
、
束
荷
㈡
⑷
、
束
荷
㈡
⑸
、
束
荷
㈡
⑹
、
束
荷
㈡
⑺
、
束
荷
㈡
⑻
、
束
荷
㈡
⑼
、
束
荷
㈡

⑽
、
束
荷
㈡
⑾
、
束
荷
㈡
⑿
、
束
荷
㈡
⒀
、
束
荷
㈡
⒁
、
束
荷
㈡
⒂
、
束
荷
㈡
⒃
、
束
荷
㈡
⒄
、
束

荷
㈡
⒅
、
束
荷
㈡
⒆
、
束
荷
㈡
⒇
、
束
荷
㈡
⚦
、
束
荷
㈡
⚧
、
束
荷
㈡
⚨
、
束
荷
㈡
⚩
、
束
荷
㈡

⚪
、
束
荷
㈡
⚫
、
束
荷
㈡
⚬
、
束
荷
㈡
⚭
、
中
島
田
㈡
⑴
、
中
島
田
㈡
⑵
、
中
島
田
㈡
⑶
、
中
島
田

㈡
⑷
、
三
井
㈡
⑴
、
三
井
㈡
⑵
、
三
井
㈡
⑶
、
三
井
㈡
⑷
、
三
井
㈡
⑸
、
三
井
㈡
⑹
、
三
井
㈡
⑺
、

三
井
㈡
⑻
、
三
井
㈡
⑼
、
三
井
㈡
⑽
、
三
井
㈡
⑾
、
三
井
㈡
⑿
、
三
井
㈡
⒀
、
三
井
㈡
⒁
、
光
井
㈡

⑴
、
光
井
㈡
⑵
、
光
井
㈡
⑶
、
光
井
㈡
⑷
、
光
井
㈡
⑸
、
光
井
㈡
⑹
、
光
井
㈡
⑺
、
光
井
㈡
⑻
、
光

井
㈡
⑼
、
光
井
㈡
⑽
、
光
井
㈡
⑾
、
光
井
㈡
⑿
、
光
井
㈡
⒀
、
光
井
㈡
⒁
、
光
井
㈡
⒂
、
光
井
㈡

⒃
、
光
井
㈡
⒄
、
光
井
㈡
⒅
、
光
井
㈡
⒆
、
光
井
㈡
⒇
、
光
井
㈡
⚦
、
三
輪
㈡
⑴
、
三
輪
㈡
⑵
、
三

輪
㈡
⑶
、
三
輪
㈡
⑷
、
三
輪
㈡
⑸
、
三
輪
㈡
⑹
、
三
輪
㈡
⑺
、
三
輪
㈡
⑻
、
三
輪
㈡
⑼
、
三
輪
㈡

⑽
、
室
積
新
開
㈡
⑴
、
室
積
新
開
㈡
⑵
、
室
積
神
田
㈡
⑴
、
室
積
神
田
㈡
⑵
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑴
、
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室
積
西
ノ
庄
㈡
⑵
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑶
、
室
積
東
ノ
庄
㈡
⑴
、
室
積
東
ノ
庄
㈡
⑵
、
室
積
村
㈡
⑴
、

室
積
村
㈡
⑵
、
室
積
村
㈡
⑶
、
室
積
村
㈡
⑷
、
室
積
村
㈡
⑸
、
室
積
村
㈡
⑹
、
室
積
村
㈡
⑺
、
室
積

村
㈡
⑻
、
室
積
村
㈡
⑼
、
室
積
村
㈡
⑽
、
室
積
村
㈡
⑾
、
室
積
村
㈡
⑿

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
三
十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の

と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

下
小
ḉ
㈠
⒇

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
建
設
部

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

下
小
ḉ
㈠
⒇

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
建
設
部

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

浅
江
㈠
⑴
、
浅
江
㈠
⑵
、
浅
江
㈠
⑶
、
浅
江
㈠
⑷
、
浅
江
㈠
⑸
、
浅
江
㈠
⑹
、
浅
江
㈠
⑺
、
浅
江

㈠
⑻
、
浅
江
㈠
⑼
、
浅
江
㈠
⑽
、
浅
江
㈠
⑾
、
浅
江
㈠
⑿
、
浅
江
㈠
⒀
、
浅
江
㈠
⒁
、
浅
江
㈠
⒂
、

浅
江
㈠
⒃
、
浅
江
㈠
⒄
、
浅
江
㈠
⒅
、
浅
江
㈠
⒆
、
浅
江
㈠
⒇
、
浅
江
㈠
⚦
、
浅
江
㈠
⚧
、
浅
江
㈠

⚨
、
浅
江
㈠
⚩
、
浅
江
㈠
⚪
、
浅
江
㈠
⚫
、
浅
江
㈠
⚬
、
浅
江
㈠
⚭
、
浅
江
㈠
⚮
、
浅
江
㈠
⚯
、
岩

狩
㈠
⑴
、
岩
狩
㈠
⑵
、
岩
田
㈠
⑴
、
岩
田
㈠
⑵
、
岩
田
㈠
⑶
、
岩
田
㈠
⑷
、
岩
田
㈠
⑸
、
岩
田
㈠

⑹
、
岩
田
㈠
⑺
、
岩
田
㈠
⑻
、
岩
田
㈠
⑼
、
岩
田
㈠
⑽
、
岩
田
㈠
⑾
、
岩
田
㈠
⑿
、
岩
田
㈠
⒀
、
岩

田
㈠
⒁
、
岩
田
㈠
⒂
、
岩
田
㈠
⒃
、
岩
田
㈠
⒄
、
岩
田
㈠
⒅
、
岩
田
㈠
⒆
、
岩
田
㈠
⒇
、
岩
田
㈠

⚦
、
岩
田
㈠
⚧
、
岩
田
㈠
⚨
、
岩
田
㈠
⚩
、
岩
田
㈠
⚪
、
岩
田
㈠
⚫
、
岩
田
㈠
⚬
、
岩
田
㈠
⚭
、
岩

田
㈠
⚮
、
岩
田
㈠
⚯
、
岩
田
㈠
⚰
、
岩
田
㈠
⚱
、
岩
田
㈠
⚲
、
岩
田
㈠
⚳
、
岩
田
㈠
⚴
、
岩
田
㈠

⚵
、
岩
田
㈠
⚶
、
岩
田
㈠
⚷
、
岩
田
㈠
⚸
、
岩
田
㈠
⚹
、
岩
田
㈠
⚺
、
岩
田
㈠
⚻
、
岩
田
㈠
⚼
、
岩

田
㈠
⚽
、
岩
田
㈠
⚾
、
岩
田
㈠
⚿
、
岩
田
㈠
⛀
、
岩
田
㈠
⛁
、
岩
田
㈠
⛂
、
岩
田
㈠
⛃
、
岩
田
㈠

⛄
、
岩
田
立
野
㈠
⑴
、
岩
田
立
野
㈠
⑵
、
牛
島
㈠
⑴
、
牛
島
㈠
⑵
、
牛
島
㈠
⑶
、
牛
島
㈠
⑷
、
牛
島

㈠
⑸
、
牛
島
㈠
⑹
、
上
島
田
㈠
⑴
、
上
島
田
㈠
⑵
、
上
島
田
㈠
⑶
、
上
島
田
㈠
⑷
、
上
島
田
㈠
⑸
、

上
島
田
㈠
⑹
、
上
島
田
㈠
⑺
、
上
島
田
㈠
⑻
、
上
島
田
㈠
⑼
、
上
島
田
㈠
⑽
、
上
島
田
㈠
⑾
、
上
島

田
㈠
⑿
、
上
島
田
㈠
⒀
、
上
島
田
㈠
⒁
、
上
島
田
㈠
⒂
、
上
島
田
㈠
⒃
、
上
島
田
㈠
⒄
、
上
島
田
㈠

⒅
、
上
島
田
㈠
⒇
、
上
島
田
㈠
⚦
、
上
島
田
㈠
⚧
、
協
和
町
㈠
⑴
、
小
周
防
㈠
⑴
、
小
周
防
㈠
⑵
、

小
周
防
㈠
⑶
、
小
周
防
㈠
⑷
、
小
周
防
㈠
⑸
、
小
周
防
㈠
⑹
、
小
周
防
㈠
⑺
、
小
周
防
㈠
⑻
、
小
周

防
㈠
⑼
、
小
周
防
㈠
⑽
、
小
周
防
㈠
⑾
、
小
周
防
㈠
⑿
、
小
周
防
㈠
⒀
、
小
周
防
㈠
⒁
、
小
周
防
㈠

⒂
、
小
周
防
㈠
⒃
、
小
周
防
㈠
⒄
、
小
周
防
㈠
⒅
、
小
周
防
㈠
⒆
、
小
周
防
㈠
⒇
、
小
周
防
㈠
⚦
、
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小
周
防
㈠
⚧
、
小
周
防
㈠
⚨
、
小
周
防
㈠
⚩
、
小
周
防
㈠
⚪
、
小
周
防
㈠
⚫
、
小
周
防
㈠
⚬
、
小
周

防
㈠
⚭
、
小
周
防
㈠
⚮
、
小
周
防
㈠
⚯
、
小
周
防
㈠
⚰
、
小
周
防
㈠
⚱
、
小
周
防
㈠
⚲
、
小
周
防
㈠

⚳
、
塩
田
㈠
⑴
、
塩
田
㈠
⑶
、
塩
田
㈠
⑷
、
塩
田
㈠
⑸
、
塩
田
㈠
⑹
、
塩
田
㈠
⑺
、
塩
田
㈠
⑻
、
塩

田
㈠
⑼
、
塩
田
㈠
⑽
、
塩
田
㈠
⑾
、
塩
田
㈠
⑿
、
塩
田
㈠
⒀
、
塩
田
㈠
⒁
、
塩
田
㈠
⒂
、
塩
田
㈠

⒃
、
塩
田
㈠
⒄
、
塩
田
㈠
⒅
、
塩
田
㈠
⒆
、
塩
田
㈠
⒇
、
塩
田
㈠
⚦
、
塩
田
㈠
⚧
、
塩
田
㈠
⚨
、
塩

田
㈠
⚩
、
塩
田
㈠
⚪
、
塩
田
㈠
⚫
、
塩
田
㈠
⚬
、
塩
田
㈠
⚭
、
塩
田
㈠
⚮
、
塩
田
㈠
⚯
、
塩
田
㈠

⚰
、
塩
田
㈠
⚱
、
塩
田
㈠
⚲
、
塩
田
㈠
⚳
、
塩
田
㈠
⚴
、
塩
田
㈠
⚵
、
塩
田
㈠
⚶
、
塩
田
㈠
⚷
、
塩

田
㈠
⚸
、
塩
田
㈠
⚹
、
塩
田
㈠
⚺
、
塩
田
㈠
⚻
、
塩
田
㈠
⚼
、
塩
田
㈠
⚽
、
塩
田
㈠
⚾
、
塩
田
㈠

⚿
、
塩
田
㈠
⛀
、
塩
田
㈠
⛁
、
塩
田
㈠
⛂
、
塩
田
㈠
⛃
、
塩
田
㈠
⛄
、
塩
田
㈠
⛅
、
塩
田
㈠
⛆
、
塩

田
㈠
⛇
、
塩
田
㈠
⛈
、
塩
田
㈠
⛉
、
塩
田
㈠
⛊
、
塩
田
㈠
⛋
、
島
田
㈠
⑴
、
島
田
㈠
⑵
、
島
田
㈠

⑶
、
島
田
㈠
⑷
、
島
田
㈠
⑸
、
島
田
㈠
⑹
、
島
田
㈠
⑺
、
島
田
㈠
⑻
、
島
田
㈠
⑼
、
島
田
㈠
⑽
、
島

田
㈠
⑾
、
島
田
㈠
⑿
、
島
田
㈠
⒀
、
島
田
㈠
⒁
、
島
田
㈠
⒂
、
島
田
㈠
⒃
、
島
田
㈠
⒄
、
島
田
㈠

⒅
、
島
田
㈠
⒆
、
千
坊
台
㈠
⑴
、
千
坊
台
㈠
⑵
、
千
坊
台
㈠
⑶
、
千
坊
台
㈠
⑷
、
千
坊
台
㈠
⑸
、
宝

町
㈠
⑴
、
立
野
㈠
⑴
、
立
野
㈠
⑵
、
立
野
㈠
⑶
、
立
野
㈠
⑷
、
立
野
㈠
⑸
、
立
野
㈠
⑹
、
立
野
㈠

⑺
、
立
野
㈠
⑻
、
立
野
㈠
⑼
、
立
野
㈠
⑽
、
立
野
㈠
⑾
、
立
野
㈠
⑿
、
立
野
㈠
⒀
、
立
野
㈠
⒁
、
立

野
㈠
⒂
、
立
野
㈠
⒃
、
立
野
㈠
⒄
、
立
野
㈠
⒅
、
立
野
㈠
⒆
、
立
野
㈠
⒇
、
立
野
㈠
⚦
、
立
野
㈠

⚧
、
立
野
㈠
⚨
、
立
野
㈠
⚩
、
立
野
㈠
⚪
、
立
野
㈠
⚬
、
立
野
㈠
⚭
、
立
野
㈠
⚮
、
立
野
㈠
⚯
、
中

央
㈠
⑴
、
中
央
㈠
⑵
、
中
央
㈠
⑶
、
中
央
㈠
⑷
、
中
央
㈠
⑸
、
中
央
㈠
⑹
、
中
央
㈠
⑺
、
中
央
㈠

⑻
、
束
荷
㈠
⑴
、
束
荷
㈠
⑵
、
束
荷
㈠
⑶
、
束
荷
㈠
⑷
、
束
荷
㈠
⑸
、
束
荷
㈠
⑹
、
束
荷
㈠
⑺
、
束

荷
㈠
⑻
、
束
荷
㈠
⑼
、
束
荷
㈠
⑽
、
束
荷
㈠
⑾
、
束
荷
㈠
⑿
、
束
荷
㈠
⒀
、
束
荷
㈠
⒁
、
束
荷
㈠

⒂
、
束
荷
㈠
⒃
、
束
荷
㈠
⒄
、
束
荷
㈠
⒅
、
束
荷
㈠
⒆
、
束
荷
㈠
⒇
、
束
荷
㈠
⚦
、
束
荷
㈠
⚧
、
束

荷
㈠
⚨
、
束
荷
㈠
⚩
、
束
荷
㈠
⚪
、
束
荷
㈠
⚫
、
束
荷
㈠
⚬
、
束
荷
㈠
⚭
、
束
荷
㈠
⚮
、
束
荷
㈠

⚯
、
束
荷
㈠
⚰
、
束
荷
㈠
⚲
、
束
荷
㈠
⚳
、
束
荷
㈠
⚴
、
束
荷
㈠
⚵
、
束
荷
㈠
⚶
、
束
荷
㈠
⚷
、
束

荷
㈠
⚸
、
束
荷
㈠
⚹
、
束
荷
㈠
⚺
、
束
荷
㈠
⚻
、
束
荷
㈠
⚼
、
束
荷
㈠
⚽
、
束
荷
㈠
⚾
、
束
荷
㈠

⚿
、
束
荷
㈠
⛀
、
束
荷
㈠
⛁
、
束
荷
㈠
⛂
、
束
荷
㈠
⛃
、
束
荷
㈠
⛄
、
束
荷
㈠
⛅
、
束
荷
㈠
⛆
、
束

荷
㈠
⛇
、
束
荷
㈠
⛈
、
束
荷
㈠
⛉
、
中
島
田
㈠
⑴
、
中
島
田
㈠
⑵
、
中
島
田
㈠
⑶
、
中
島
田
㈠
⑷
、

中
島
田
㈠
⑸
、
中
島
田
㈠
⑹
、
中
島
田
㈠
⑺
、
中
島
田
㈠
⑻
、
中
島
田
㈠
⑼
、
中
島
田
㈠
⑽
、
中
島

田
㈠
⑾
、
虹
ケ
丘
㈠
⑴
、
虹
ケ
丘
㈠
⑵
、
花
園
㈠
⑴
、
花
園
㈠
⑵
、
花
園
㈠
⑶
、
丸
山
町
㈠
⑴
、
丸

山
町
㈠
⑵
、
丸
山
町
㈠
⑶
、
三
井
㈠
⑴
、
三
井
㈠
⑵
、
三
井
㈠
⑶
、
三
井
㈠
⑷
、
三
井
㈠
⑸
、
三
井

㈠
⑹
、
三
井
㈠
⑺
、
三
井
㈠
⑻
、
三
井
㈠
⑼
、
三
井
㈠
⑽
、
三
井
㈠
⑾
、
三
井
㈠
⑿
、
三
井
㈠
⒀
、

三
井
㈠
⒁
、
三
井
㈠
⒂
、
三
井
㈠
⒃
、
三
井
㈠
⒄
、
三
井
㈠
⒅
、
三
井
㈠
⒆
、
三
井
㈠
⒇
、
三
井
㈠

⚦
、
三
井
㈠
⚧
、
三
井
㈠
⚨
、
三
井
㈠
⚩
、
三
井
㈠
⚪
、
三
井
㈠
⚬
、
三
井
㈠
⚭
、
三
井
㈠
⚮
、
三

井
㈠
⚯
、
三
井
㈠
⚰
、
三
井
㈠
⚱
、
三
井
㈠
⚲
、
三
井
㈠
⚳
、
三
井
㈠
⚴
、
三
井
㈠
⚵
、
三
井
㈠

⚶
、
三
井
㈠
⚸
、
三
井
㈠
⚹
、
三
井
㈠
⚺
、
三
井
㈠
⚻
、
三
井
㈠
⚼
、
三
井
㈠
⚽
、
三
井
㈠
⚾
、
三

井
㈠
⚿
、
三
井
㈠
⛀
、
三
井
㈠
⛁
、
三
井
㈠
⛂
、
三
井
㈠
⛃
、
光
井
㈠
⑴
、
光
井
㈠
⑵
、
光
井
㈠

⑶
、
光
井
㈠
⑷
、
光
井
㈠
⑹
、
光
井
㈠
⑺
、
光
井
㈠
⑻
、
光
井
㈠
⑼
、
光
井
㈠
⑽
、
光
井
㈠
⑾
、
光

井
㈠
⑿
、
光
井
㈠
⒀
、
光
井
㈠
⒁
、
光
井
㈠
⒂
、
光
井
㈠
⒃
、
光
井
㈠
⒄
、
光
井
㈠
⒅
、
光
井
㈠

⒆
、
光
井
㈠
⒇
、
光
井
㈠
⚦
、
光
井
㈠
⚧
、
光
井
㈠
⚨
、
光
井
㈠
⚩
、
光
井
㈠
⚪
、
光
井
㈠
⚬
、
光

井
㈠
⚭
、
光
井
㈠
⚮
、
光
井
㈠
⚯
、
光
井
㈠
⚰
、
光
井
㈠
⚱
、
光
井
㈠
⚲
、
光
井
㈠
⚳
、
光
井
㈠

⚴
、
光
井
㈠
⚵
、
光
井
㈠
⚶
、
光
井
㈠
⚷
、
光
井
㈠
⚸
、
光
井
㈠
⚹
、
光
井
㈠
⚺
、
光
井
㈠
⚻
、
光

井
㈠
⚼
、
光
井
㈠
⚽
、
光
井
㈠
⚾
、
光
井
㈠
⚿
、
光
井
㈠
⛀
、
光
井
㈠
⛁
、
光
井
㈠
⛂
、
光
井
㈠

⛃
、
光
井
㈠
⛄
、
光
井
㈠
⛅
、
光
井
㈠
⛆
、
光
井
㈠
⛇
、
光
井
㈠
⛈
、
光
井
㈠
⛉
、
光
井
㈠
⛊
、
光

井
㈠
⛋
、
光
井
㈠
⛌
、
光
井
㈠
⛍
、
光
井
㈠
⛎
、
光
井
㈠
⛐
、
三
輪
㈠
⑴
、
三
輪
㈠
⑵
、
三
輪
㈠

⑶
、
三
輪
㈠
⑷
、
三
輪
㈠
⑸
、
三
輪
㈠
⑹
、
三
輪
㈠
⑺
、
三
輪
㈠
⑻
、
三
輪
㈠
⑼
、
三
輪
㈠
⑽
、
三

輪
㈠
⑾
、
三
輪
㈠
⑿
、
三
輪
㈠
⒀
、
三
輪
㈠
⒁
、
三
輪
㈠
⒂
、
三
輪
㈠
⒃
、
三
輪
㈠
⒄
、
三
輪
㈠

⒅
、
三
輪
㈠
⒆
、
三
輪
㈠
⒇
、
三
輪
㈠
⚦
、
三
輪
㈠
⚧
、
三
輪
㈠
⚨
、
三
輪
㈠
⚩
、
三
輪
㈠
⚪
、
三

輪
㈠
⚫
、
三
輪
㈠
⚬
、
三
輪
㈠
⚭
、
三
輪
㈠
⚮
、
三
輪
㈠
⚯
、
三
輪
㈠
⚰
、
三
輪
㈠
⚱
、
三
輪
㈠

⚲
、
三
輪
㈠
⚳
、
三
輪
㈠
⚴
、
三
輪
㈠
⚵
、
三
輪
㈠
⚶
、
三
輪
㈠
⚷
、
三
輪
㈠
⚸
、
三
輪
㈠
⚹
、
三

輪
㈠
⚺
、
三
輪
㈠
⚻
、
三
輪
㈠
⚼
、
三
輪
㈠
⚽
、
三
輪
㈠
⚾
、
三
輪
㈠
⚿
、
三
輪
㈠
⛀
、
室
積
大
町

㈠
⑴
、
室
積
新
開
㈠
⑴
、
室
積
新
開
㈠
⑵
、
室
積
新
開
㈠
⑶
、
室
積
東
ノ
庄
㈠
⑴
、
室
積
東
ノ
庄
㈠

⑵
、
室
積
東
ノ
庄
㈠
⑶
、
室
積
村
㈠
⑴
、
室
積
村
㈠
⑵
、
室
積
村
㈠
⑶
、
室
積
村
㈠
⑷
、
室
積
村
㈠

⑸
、
室
積
村
㈠
⑹
、
室
積
村
㈠
⑺
、
室
積
村
㈠
⑻
、
室
積
村
㈠
⑼
、
室
積
村
㈠
⑽
、
室
積
村
㈠
⑾
、

室
積
村
㈠
⑿
、
室
積
村
㈠
⒀
、
室
積
村
㈠
⒁
、
室
積
村
㈠
⒂
、
室
積
村
㈠
⒃
、
室
積
村
㈠
⒄
、
室
積

村
㈠
⒅
、
室
積
村
㈠
⒆
、
室
積
村
㈠
⒇
、
室
積
村
㈠
⚦
、
室
積
村
㈠
⚧
、
室
積
村
㈠
⚨
、
室
積
村
㈠

⚩
、
室
積
村
㈠
⚪
、
室
積
村
㈠
⚫
、
室
積
村
㈠
⚬
、
室
積
村
㈠
⚭
、
室
積
村
㈠
⚮
、
室
積
村
㈠
⚯
、

室
積
村
㈠
⚰
、
室
積
村
㈠
⚱
、
室
積
村
㈠
⚲
、
室
積
村
㈠
⚳
、
室
積
村
㈠
⚴
、
室
積
村
㈠
⚵
、
室
積

村
㈠
⚶
、
室
積
村
㈠
⚷
、
室
積
村
㈠
⚸
、
室
積
村
㈠
⚹
、
室
積
村
㈠
⚺
、
室
積
村
㈠
⚻

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称
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浅
江
㈡
⑴
、
浅
江
㈡
⑵
、
浅
江
㈡
⑶
、
浅
江
㈡
⑷
、
浅
江
㈡
⑸
、
浅
江
㈡
⑹
、
浅
江
㈡
⑺
、
浅
江

㈡
⑻
、
浅
江
㈡
⑼
、
浅
江
㈡
⑽
、
浅
江
㈡
⑾
、
岩
田
㈡
⑴
、
岩
田
㈡
⑵
、
岩
田
㈡
⑶
、
岩
田
㈡
⑷
、

岩
田
㈡
⑹
、
岩
田
㈡
⑺
、
岩
田
㈡
⑻
、
岩
田
㈡
⑼
、
牛
島
㈡
⑴
、
牛
島
㈡
⑵
、
牛
島
㈡
⑶
、
牛
島
㈡

⑸
、
上
島
田
㈡
⑴
、
上
島
田
㈡
⑵
、
上
島
田
㈡
⑶
、
上
島
田
㈡
⑷
、
上
島
田
㈡
⑸
、
上
島
田
㈡
⑹
、

上
島
田
㈡
⑺
、
上
島
田
㈡
⑻
、
上
島
田
㈡
⑼
、
小
周
防
㈡
⑴
、
小
周
防
㈡
⑶
、
小
周
防
㈡
⑷
、
小
周

防
㈡
⑸
、
塩
田
㈡
⑴
、
塩
田
㈡
⑵
、
塩
田
㈡
⑶
、
塩
田
㈡
⑷
、
塩
田
㈡
⑹
、
塩
田
㈡
⑺
、
塩
田
㈡

⑻
、
塩
田
㈡
⑼
、
塩
田
㈡
⑽
、
塩
田
㈡
⑾
、
塩
田
㈡
⑿
、
塩
田
㈡
⒀
、
塩
田
㈡
⒁
、
塩
田
㈡
⒃
、
塩

田
㈡
⒄
、
塩
田
㈡
⒅
、
塩
田
㈡
⒆
、
塩
田
㈡
⒇
、
塩
田
㈡
⚦
、
塩
田
㈡
⚨
、
塩
田
㈡
⚩
、
塩
田
㈡

⚪
、
塩
田
㈡
⚫
、
塩
田
㈡
⚬
、
塩
田
㈡
⚭
、
塩
田
㈡
⚮
、
塩
田
㈡
⚯
、
塩
田
㈡
⚰
、
塩
田
㈡
⚱
、
塩

田
㈡
⚲
、
塩
田
㈡
⚳
、
塩
田
㈡
⚴
、
塩
田
㈡
⚵
、
塩
田
㈡
⚷
、
塩
田
㈡
⚸
、
塩
田
㈡
⚺
、
塩
田
㈡

⚻
、
塩
田
㈡
⚼
、
塩
田
㈡
⚽
、
塩
田
㈡
⚾
、
塩
田
㈡
⚿
、
島
田
㈡
⑵
、
島
田
㈡
⑶
、
島
田
㈡
⑷
、
千

坊
台
㈡
⑴
、
千
坊
台
㈡
⑶
、
立
野
㈡
⑴
、
立
野
㈡
⑵
、
立
野
㈡
⑶
、
立
野
㈡
⑷
、
立
野
㈡
⑸
、
立
野

㈡
⑹
、
立
野
㈡
⑼
、
立
野
㈡
⑽
、
中
央
㈡
⑴
、
束
荷
㈡
⑴
、
束
荷
㈡
⑵
、
束
荷
㈡
⑸
、
束
荷
㈡
⑹
、

束
荷
㈡
⑻
、
束
荷
㈡
⑼
、
束
荷
㈡
⑽
、
束
荷
㈡
⑾
、
束
荷
㈡
⑿
、
束
荷
㈡
⒀
、
束
荷
㈡
⒁
、
束
荷
㈡

⒂
、
束
荷
㈡
⒃
、
束
荷
㈡
⒄
、
束
荷
㈡
⒅
、
束
荷
㈡
⒆
、
束
荷
㈡
⒇
、
束
荷
㈡
⚦
、
束
荷
㈡
⚧
、
束

荷
㈡
⚨
、
束
荷
㈡
⚩
、
束
荷
㈡
⚪
、
束
荷
㈡
⚫
、
束
荷
㈡
⚬
、
束
荷
㈡
⚭
、
中
島
田
㈡
⑴
、
中
島
田

㈡
⑵
、
中
島
田
㈡
⑷
、
三
井
㈡
⑴
、
三
井
㈡
⑵
、
三
井
㈡
⑶
、
三
井
㈡
⑷
、
三
井
㈡
⑸
、
三
井
㈡

⑹
、
三
井
㈡
⑼
、
三
井
㈡
⑽
、
三
井
㈡
⑿
、
三
井
㈡
⒀
、
三
井
㈡
⒁
、
光
井
㈡
⑴
、
光
井
㈡
⑵
、
光

井
㈡
⑶
、
光
井
㈡
⑷
、
光
井
㈡
⑸
、
光
井
㈡
⑹
、
光
井
㈡
⑺
、
光
井
㈡
⑻
、
光
井
㈡
⑽
、
光
井
㈡

⑾
、
光
井
㈡
⑿
、
光
井
㈡
⒀
、
光
井
㈡
⒁
、
光
井
㈡
⒂
、
光
井
㈡
⒄
、
光
井
㈡
⒅
、
光
井
㈡
⒆
、
光

井
㈡
⒇
、
光
井
㈡
⚦
、
三
輪
㈡
⑴
、
三
輪
㈡
⑵
、
三
輪
㈡
⑶
、
三
輪
㈡
⑷
、
三
輪
㈡
⑸
、
三
輪
㈡

⑹
、
三
輪
㈡
⑺
、
三
輪
㈡
⑻
、
三
輪
㈡
⑼
、
三
輪
㈡
⑽
、
室
積
新
開
㈡
⑴
、
室
積
新
開
㈡
⑵
、
室
積

神
田
㈡
⑴
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑴
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑵
、
室
積
西
ノ
庄
㈡
⑶
、
室
積
東
ノ
庄
㈡
⑴
、
室

積
東
ノ
庄
㈡
⑵
、
室
積
村
㈡
⑴
、
室
積
村
㈡
⑵
、
室
積
村
㈡
⑶
、
室
積
村
㈡
⑷
、
室
積
村
㈡
⑸
、
室

積
村
㈡
⑹
、
室
積
村
㈡
⑺
、
室
積
村
㈡
⑻
、
室
積
村
㈡
⑼
、
室
積
村
㈡
⑽
、
室
積
村
㈡
⑾
、
室
積
村

㈡
⑿

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
光
市
建
設
部
監
理
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
五
〇
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
九
年
二

月
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
山
口
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

ａ
ｍ
ｉ
ａ
ｍ
ｉ

代
表
者
の
氏
名

勝
田

美
鈴

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
口
市
大
内
矢
田
一
丁
目
七
番
一
〇
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

障
害
児
（
者
）
に
対
し
、
日
常
生
活
の
支
援
及
び
障
害
児
（
者
）
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
療

育
、
訓
練
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
社
会
の
人
々
に
対
し
、
障
害
児
（
者
）
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

に
よ
り
、
誰
も
が
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
。

（
五
〇
三
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
武
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

二

事
業
の
種
類

用
排
水
施
設
の
改
修

三

工
事
完
了
の
時
期

一
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平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
武
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

二

事
業
の
種
類

農
道
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
武
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

二

事
業
の
種
類

た
め
池
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
武
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

二

事
業
の
種
類

客
土

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

（
五
〇
四
）
平
成
二
十
七
年
度
山
口
県
歳
入
歳
出
諸
決
算
の
要
領
の
公
表

平
成
二
十
八
年
十
一
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
認
定
さ
れ
た
平
成
二
十
七
年
度
山
口
県
歳
入
歳
出
諸

決
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

平
成
27年
度
山
口
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
県

税
176,787,734,653

⚑
県

民
税

53,773,999,786
⚒
事

業
税

31,255,679,236
⚓
地
方
消
費
税

54,057,183,101
⚔
不
動
産
取
得
税

2,722,565,003
⚕
県
た
ば
こ
税

1,579,786,407
⚖
ゴ
ル
フ
場
利
用
税

533,995,925
⚗
自
動
車
取
得
税

1,517,980,200
⚘
軽
油
引
取
税

13,267,431,276
⚙
自
動
車
税

17,818,640,106
10
鉱

区
税

7,741,800
16
狩

猟
税

17,895,200
17
産
業
廃
棄
物
税

234,836,613
⚒
地
方
消
費
税
清
算
金

52,303,647,814
⚑
地
方
消
費
税
清
算
金

52,303,647,814
⚓
地
方
譲
与
税

26,319,094,129
⚑
地
方
法
人
特
別
譲
与
税

23,085,670,000
⚒
地
方
揮
発
油
譲
与
税

3,042,802,000
⚓
石
油
ガ
ス
譲
与
税

159,084,000
⚔
地
方
道
路
譲
与
税

129
⚕
航
空
機
燃
料
譲
与
税

31,538,000
⚔
地
方
特
例
交
付
金

453,047,000
⚑
地
方
特
例
交
付
金

453,047,000
⚕
地
方
交
付
税

170,846,229,000
⚑
地
方
交
付
税

170,846,229,000
⚖
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

442,792,000
⚑
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

442,792,000
⚗
分
担
金
及
び
負
担
金

3,730,668,015
⚑
分

担
金

184,889,649
⚒
負

担
金

3,545,778,366
⚘
使
用
料
及
び
手
数
料

9,186,272,153
⚑
使

用
料

6,940,562,780
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⚒
手

数
料

2,245,709,373
⚙
国
庫
支
出
金

83,424,462,402
⚑
国
庫
負
担
金

35,651,862,541
⚒
国
庫
補
助
金

45,894,646,450
⚓
委

託
金

1,877,953,411
10
財
産
収
入

2,917,708,705
⚑
財
産
運
用
収
入

2,099,750,650
⚒
財
産
売
払
収
入

817,958,055
11
寄

付
金

16,342,960
⚑
寄

付
金

16,342,960
12
繰

入
金

18,296,121,137
⚑
特
別
会
計
繰
入
金

8,047,623,578
⚒
基
金
繰
入
金

10,248,497,559
13
繰

越
金

13,863,362,281
⚑
繰

越
金

13,863,362,281
14
諸

収
入

51,299,619,189
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

47,074,778,528
⚒
受
託
事
業
収
入

1,013,266,435
⚓
延
滞
金
、
加
算
金
及
び
過
料
等

261,709,626
⚔
預
金
利
子

4,226,881
⚕
利
子
割
精
算
金
収
入

7,968,531
⚖
雑

入
2,937,669,188

15
県

債
91,683,500,000

⚑
県

債
91,683,500,000

歳
入
合
計

701,570,601,438

歳
出

円
⚑
議

会
費

1,419,407,364
⚑
議

会
費

1,419,407,364
⚒
総

務
費

33,409,709,692
⚑
総
務
管
理
費

16,085,043,398
⚒
企
画
調
整
費

6,690,759,297
⚓
徴

税
費

5,987,965,425
⚔
市
町
村
振
興
費

1,321,915,840

⚕
選

挙
費

493,271,587
⚖
防

災
費

1,506,193,843
⚗
統
計
調
査
費

1,004,953,514
⚘
人
事
委
員
会
費

126,075,947
⚙
監
査
委
員
費

193,530,841
⚓
民

生
費

86,661,763,325
⚑
社
会
福
祉
費

70,144,921,499
⚔
児
童
福
祉
費

15,352,352,168
⚗
生
活
保
護
費

1,149,307,992
⚘
災
害
救
助
費

15,181,666
⚔
衛

生
費

22,523,520,918
⚑
公
衆
衛
生
費

6,741,729,244
⚔
環
境
衛
生
費

3,525,949,782
⚗
保
健
所
費

2,193,652,312
⚘
医

薬
費

8,282,235,019
10
病

院
費

1,779,954,561
⚕
労

働
費

2,867,701,756
⚑
労

政
費

958,895,984
⚒
職
業
能
力
開
発
費

1,071,217,748
⚓
失
業
対
策
費

727,467,519
⚔
労
働
委
員
会
費

110,120,505
⚖
農
林
水
産
業
費

32,990,461,060
⚑
農

業
費

8,488,661,909
⚒
畜
産
業
費

442,101,362
⚓
農

地
費

10,677,190,104
⚔
林

業
費

7,533,007,260
⚕
水
産
業
費

5,849,500,425
⚗
商

工
費

50,084,647,309
⚑
商

業
費

2,276,289,498
⚒
工
鉱
業
費

47,353,760,603
⚓
観

光
費

454,597,208
⚘
土

木
費

77,842,848,912
⚑
管

理
費

7,053,540,405
⚒
道
路
橋
り
ょ
う
費

32,237,583,313

一
二

山 口 県 報 （定期） 第 2822 号平成28年12月20日 火曜日



⚓
河
川
海
岸
費

22,699,920,847
⚔
港

湾
費

7,442,605,850
⚕
都
市
計
画
費

4,942,697,360
⚖
住

宅
費

3,466,501,137
⚙
警

察
費

37,513,913,727
⚑
警
察
管
理
費

34,918,129,703
⚒
警
察
活
動
費

2,595,784,024
10
教

育
費

144,595,554,709
⚑
教
育
総
務
費

18,657,359,812
⚒
小
学
校
費

43,075,569,585
⚓
中
学
校
費

27,499,510,335
⚔
高
等
学
校
費

29,246,839,111
⚗
特
別
支
援
学
校
費

12,214,647,397
⚘
社
会
教
育
費

2,025,765,867
⚙
保
健
体
育
費

566,358,454
10
大

学
費

2,495,965,514
11
学

事
費

8,813,538,634
11
災
害
復
旧
費

4,297,635,799
⚑
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
費

994,346,874
⚒
土
木
施
設
災
害
復
旧
費

3,263,425,412
⚔
学
校
施
設
等
災
害
復
旧
費

39,863,513
12
公

債
費

114,987,809,780
⚑
公

債
費

114,987,809,780
13
諸
支
出
金

84,975,173,730
⚑
地
方
消
費
税
清
算
金

54,733,339,814
⚒
利
子
割
交
付
金

447,498,000
⚓
配
当
割
交
付
金

970,540,000
⚔
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金

950,790,000
⚕
地
方
消
費
税
交
付
金

26,442,571,000
⚖
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

375,016,537
⚘
自
動
車
取
得
税
交
付
金

1,054,000,000
⚙
利
子
割
精
算
金

1,418,379
14
予

備
費

0
⚑
予

備
費

0

歳
出
合
計

694,170,148,081
歳
入
歳
出
差
引
残
額

7,400,453,357
翌
年
度
へ
繰
越

7,400,453,357

平
成
27年
度
山
口
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
繰

入
金

44,796,000
⚑
他
会
計
繰
入
金

44,796,000
⚒
繰

越
金

322,135,172
⚑
繰

越
金

322,135,172
⚓
諸

収
入

224,730,862
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

223,222,053
⚒
雑

入
1,508,809

⚔
県

債
60,000,000

⚑
県

債
60,000,000

歳
入
合
計

651,662,034

歳
出

円
⚑
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

564,199,354
⚑
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

564,199,354
歳
出
合
計

564,199,354
歳
入
歳
出
差
引
残
額

87,462,680
翌
年
度
へ
繰
越

87,462,680

平
成
27年
度
山
口
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚒
繰

入
金

73,872,838
⚑
他
会
計
繰
入
金

73,872,838
⚓
繰

越
金

2,553,824,451
⚑
繰

越
金

2,553,824,451
⚔
諸

収
入

438,196,011
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

437,392,958
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⚒
雑

入
803,053

⚕
県

債
59,706,000

⚑
県

債
59,706,000

歳
入
合
計

3,125,599,300

歳
出

円
⚑
中
小
企
業
近
代
化
資
金

2,587,779,659
⚑
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金

2,512,093,881
⚒
中
小
企
業
高
度
化
資
金

75,685,778
歳
出
合
計

2,587,779,659
歳
入
歳
出
差
引
残
額

537,819,641
翌
年
度
へ
繰
越

537,819,641

平
成
27年
度
山
口
県
下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
分
担
金
及
び
負
担
金

29,750,148
⚑
負

担
金

29,750,148
⚒
使
用
料
及
び
手
数
料

76,034,716
⚑
使

用
料

76,034,716
⚔
財
産
収
入

4,490,832
⚑
財
産
運
用
収
入

4,490,832
⚒
財
産
売
払
収
入

0
⚕
繰

入
金

238,736,000
⚑
他
会
計
繰
入
金

238,736,000
⚖
繰

越
金

5,652,363
⚑
繰

越
金

5,652,363
⚗
諸

収
入

46,190,999
⚑
延

滞
金

0
⚓
雑

入
46,190,999

歳
入
合
計

400,855,058

歳
出

円
⚑
下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
費

395,616,597

⚒
市
場
管
理
費

395,616,597
⚓
水
産
加
工
団
地
整
備
費

0
歳
出
合
計

395,616,597
歳
入
歳
出
差
引
残
額

5,238,461
翌
年
度
へ
繰
越

5,238,461

平
成
27年
度
山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚓
繰

越
金

228,324,902
⚑
繰

越
金

228,324,902
⚔
諸

収
入

5,244,062
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

5,185,000
⚒
雑

入
59,062

歳
入
合
計

233,568,964

歳
出

円
⚑
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

51,090,284
⚑
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

51,090,284
歳
出
合
計

51,090,284
歳
入
歳
出
差
引
残
額

182,478,680
翌
年
度
へ
繰
越

182,478,680

平
成
27年
度
山
口
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚒
繰

入
金

100,000
⚑
他
会
計
繰
入
金

100,000
⚓
繰

越
金

234,805,591
⚑
繰

越
金

234,805,591
⚔
諸

収
入

10,498,873
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

10,115,000
⚒
雑

入
383,873

歳
入
合
計

245,404,464
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歳
出

円
⚑
沿
岸
漁
業
改
善
資
金

3,600,000
⚑
沿
岸
漁
業
改
善
資
金

3,600,000
歳
出
合
計

3,600,000
歳
入
歳
出
差
引
残
額

241,804,464
翌
年
度
へ
繰
越

241,804,464

平
成
27年
度
山
口
県
当
せ
ん
金
付
証
票
発
売
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
事
業
収
入

4,315,843,807
⚑
事
業
収
入

4,315,843,807
⚒
繰

入
金

933,499
⚑
他
会
計
繰
入
金

933,499
⚓
繰

越
金

90,739,765
⚑
繰

越
金

90,739,765
歳
入
合
計

4,407,517,071

歳
出

円
⚑
当
せ
ん
金
付
証
票
発
売
事
業
費

4,089,842,265
⚑
発
売
諸
費

933,499
⚒
繰

出
金

4,088,908,766
歳
出
合
計

4,089,842,265
歳
入
歳
出
差
引
残
額

317,674,806
翌
年
度
へ
繰
越

317,674,806

平
成
27年
度
山
口
県
収
入
証
紙
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
証
紙
収
入

4,418,094,290
⚑
証
紙
収
入

4,418,094,290
⚒
繰

越
金

381,007,064
⚑
繰

越
金

381,007,064

歳
入
合
計

4,799,101,354

歳
出

円
⚑
繰

出
金

4,442,234,636
⚑
繰

出
金

4,442,234,636
歳
出
合
計

4,442,234,636
歳
入
歳
出
差
引
残
額

356,866,718
翌
年
度
へ
繰
越

356,866,718

平
成
27年
度
山
口
県
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
財
産
収
入

253,056,288
⚑
財
産
運
用
収
入

1,463,873
⚒
財
産
売
払
収
入

251,592,415
⚔
繰

越
金

40,810,878
⚑
繰

越
金

40,810,878
歳
入
合
計

293,867,166

歳
出

円
⚑
土
地
取
得
事
業
費

253,027,398
⚑
土
地
取
得
基
金
管
理
費

28,537
⚓
産
業
団
地
管
理
費

251,266,933
⚔
分
譲
宅
地
管
理
費

1,731,928
歳
出
合
計

253,027,398
歳
入
歳
出
差
引
残
額

40,839,768
翌
年
度
へ
繰
越

40,839,768

平
成
27年
度
山
口
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
分
担
金
及
び
負
担
金

899,302,972
⚑
負

担
金

899,302,972
⚒
国
庫
支
出
金

379,390,319
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⚒
国
庫
補
助
金

379,390,319
⚓
繰

入
金

196,867,388
⚑
他
会
計
繰
入
金

196,867,388
⚔
諸

収
入

805,418
⚒
雑

入
805,418

⚕
県

債
255,700,000

⚑
県

債
255,700,000

⚗
繰

越
金

44,700,000
⚑
繰

越
金

44,700,000
⚘
使
用
料
及
び
手
数
料

20,128
⚑
使

用
料

20,128
歳
入
合
計

1,776,786,225

歳
出

円
⚑
流
域
下
水
道
事
業
費

1,739,386,225
⚑
流
域
下
水
道
費

1,739,386,225
歳
出
合
計

1,739,386,225
歳
入
歳
出
差
引
残
額

37,400,000
翌
年
度
へ
繰
越

37,400,000

平
成
27年
度
山
口
県
公
債
管
理
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
繰

入
金

114,906,674,240
⚑
他
会
計
繰
入
金

114,906,674,240
⚒
県

債
36,558,000,000

⚑
県

債
36,558,000,000

歳
入
合
計

151,464,674,240

歳
出

円
⚑
公

債
費

151,464,674,240
⚑
公

債
費

151,464,674,240
歳
出
合
計

151,464,674,240
歳
入
歳
出
差
引
残
額

0

翌
年
度
へ
繰
越

0

平
成
27年
度
山
口
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
使
用
料
及
び
手
数
料

1,405,295,334
⚑
使

用
料

1,405,295,334
⚒
寄

付
金

700,559,182
⚑
寄

付
金

700,559,182
⚓
繰

越
金

289,492,587
⚑
繰

越
金

289,492,587
⚔
諸

収
入

112,144,654
⚑
雑

入
112,144,654

⚕
県

債
864,300,000

⚑
県

債
864,300,000

⚖
財
産
収
入

626,500,000
⚑
財
産
売
払
収
入

626,500,000
歳
入
合
計

3,998,291,757

歳
出

円
⚑
港
湾
整
備
事
業
費

3,482,146,229
⚑
港

湾
費

3,482,146,229
歳
出
合
計

3,482,146,229
歳
入
歳
出
差
引
残
額

516,145,528
翌
年
度
へ
繰
越

516,145,528

平
成
27年
度
山
口
県
地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県
立
病
院
機
構
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚑
分
担
金
及
び
負
担
金

476,072,708
⚑
負

担
金

476,072,708
⚒
諸

収
入

739,936,006
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

739,936,006
⚓
県

債
630,900,000
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⚑
県

債
630,900,000

歳
入
合
計

1,846,908,714

歳
出

円
⚑
県
立
病
院
機
構
費

1,846,908,714
⚑
県
立
病
院
機
構
費

1,846,908,714
歳
出
合
計

1,846,908,714
歳
入
歳
出
差
引
残
額

0
翌
年
度
へ
繰
越

0

平
成
27年
度
山
口
県
就
農
支
援
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

歳
入

円
⚒
繰

入
金

280,000
⚑
他
会
計
繰
入
金

280,000
⚓
繰

越
金

86,492,955
⚑
繰

越
金

86,492,955
⚔
諸

収
入

27,425,781
⚑
貸
付
金
元
利
収
入

26,866,985
⚒
雑

入
558,796

⚕
県

債
0

⚑
県

債
0

歳
入
合
計

114,198,736

歳
出

円
⚑
就
農
支
援
資
金

28,881,000
⚑
就
農
支
援
資
金

28,881,000
歳
出
合
計

28,881,000
歳
入
歳
出
差
引
残
額

85,317,736
翌
年
度
へ
繰
越

85,317,736

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

村

正

昭

海

区

名

三
分
の
一
の
数

山
口
県
日
本
海
海
区

一
、
三
一
一

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区

一
、
五
九
〇
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平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


